運送業務委託に関する覚書

●●●大学病院（以下「甲」という。）と▲▲▲株式会社（以下「乙」という。）とは、甲または第２条第２項に定めるパートナー機関において治験薬の運送試験（以下「本件試験」という。）を行うにあたり、乙が治験における物品（以下「荷物」という。）の宅急便としての運送及びこれに付帯する業務（以下「本件業務」という。）を実施することについて、次のとおり運送業務委託に関する覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。

第１条（基本契約）
甲及び乙は、信義誠実の原則に則り、本覚書の各条項に従い、誠実に本覚書を履行する。

第２条（目的）
乙は、甲において本件試験を実施するにあたり、本件業務に適用される乙の宅急便約款（以下「約款」という。）を甲に提供し、甲は、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第39条の２の各号に掲げる事項が約款に含まれていることを確認した。
２　甲あるいは甲が実施する治験の実施医療機関（以下「パートナー機関」という。）は乙に本件業務を委託し、乙はこれを受託する。乙は甲あるいはパートナー機関から引き受けた荷物を甲あるいはパートナー機関の指示に従い、迅速、確実に運送するものとする。
３　本件業務上の実施上の細目については、別途治験に係る配送業務（治験薬を含む）手順書及び約款に定めるとおりとする。なお、手順書及び約款に定めのない事項（運賃等、支払方法等を含むがこれに限らない。）については、必要に応じて甲乙間において別途協議のうえ定める。

第３条（期間）
本覚書の有効期間は、●●年●月●日から●●年●月●日までとする。

第４条（秘密保持）
甲及び乙は、本覚書の締結又は履行に関して直接或いは間接に知り得た相手方の業務上、技術上その他の情報（ただし、次条に定める個人情報を除く。以下「秘密情報」という。）を、善良な管理者の注意をもって秘密に保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ずに第三者に開示してはならない。又、甲及び乙は、秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約の履行のために必要最小限の範囲を超えて秘密情報を複製してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
（1） 知得したとき、既に正当に保有していた情報
（2） 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴わず入手した情報
（3） 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
（4） 知得の前後を問わず、本契約に違反することなく公知となった情報
２　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令に基づき権限ある官公署から開示の要求があった場合には、当該要求の範囲内で、秘密情報を開示することができる。
３　甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的に必要な範囲内でのみ使用するものとし、その他の目的に使用してはならない。
４　本契約が終了したとき、又は相手方の請求があったときは、甲又は乙は、相手方の指示に従い、直ちに秘密情報が記録された媒体を相手方に返還し、又は廃棄するものとする。
５　本条の規定は、本契約の終了後も３年間、甲乙間において効力を有するものとする。
６　甲乙間で、別途秘密保持契約が締結されている場合は、当該秘密保持契約を本条の定めに優先して適用する。

第５条（個人情報の取扱い）
甲及び乙は、本覚書の締結又は履行に関して直接或いは間接に知り得た相手方の個人に関する情報（顧客、使用人に関する情報を含むが、これらに限られない。以下「個人情報」という。）を、善良な管理者の注意をもって、又、法令等に従って秘密に保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ずに第三者に開示してはならない。
２　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令に基づき権限ある官公署から開示の要求があった場合には、当該要求の範囲内で、個人情報を開示することができる。
３　甲及び乙は、個人情報を本契約の目的に必要な範囲内でのみ使用するものとし、その他の目的に使用してはならない。又、甲及び乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約の履行のために必要最小限の範囲を超えて個人情報を複製してはならない。
４　本契約が終了したとき、又は相手方の請求があったときは、甲又は乙は、相手方の指示に従い、直ちに個人情報が記録された媒体を相手方に返還し、又は廃棄するものとする。ただし、税法上その他の理由により直ちに返還、廃棄できない記録等については、必要な期間の経過後、適切な措置を講じたうえで廃棄するものとする。
５　本条の規定は、本契約の終了後も甲乙間において効力を有するものとする。
６　甲乙間で、別途個人情報保護契約が締結されている場合は、当該個人情報保護契約を本条の定めに優先して適用する。

第６条（準拠法）
本覚書は、日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとする。

第７条（合意管轄）
本覚書に関して生じた紛争に対する管轄裁判所は、被告の所在地を管轄する地方裁判所とする。

第８条（規定外事項）
本覚書に定めのない事項又は本覚書の各条項の解釈に疑義を生じた場合は、第２条第３項に規定する約款の規定に従うものとし、約款に定めのない事項については、甲乙間で誠意をもって協議のうえ解決を図るものとする。

以上、本覚書成立の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
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